
GREEN×EXPO 2027の機運醸成について【情報提供】 

  令和７年３月19日に実施した「GREEN×EXPO 2027 開催２年前記者発表会」において、公

益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会から、会場の主要施設である「政府出展」などの

展示計画を含む最新の会場計画のほか、Village出展、花・緑出展（企業・団体・個人、自

治体）、テーマ営業出店の内定者として、新たに145件が発表されました。 

 GREEN×EXPOの開催に向け、自治会町内会はじめ、市民の皆様と共に盛り上げていきたい

と考えておりますので、引き続きのご協力をお願いします。 

１ お願いしたいこと 

 【区連長】  ご承知おきください。 

 【地区連長】地区連合定例会等で情報提供をお願いします。 

 【単位会長】単位会長あて資料を送付します。定例会等で情報提供をお願いします。 

２ GREEN×EXPO 2027 開催２年前記者発表会について 

   添付の記者発表資料をご参照ください。 

脱 炭 素 ・ G R E E N × E X P O 推 進 局 
G R E E N × E X P O 推 進 課  広 報 担 当 
電話 045-671-4627 /FAX 045-212-1223 
メール da-greenexpo@city.yokohama.lg.jp

区 連 会 ４ 月 説 明 資 料
令 和 ７ 年 ４ 月 1 7 日
脱炭素・GREEN×EXPO推進局
G R E E N ×E X P O 推 進 課
（市連会４月説明資料）



報道関係者各位 

NEWS RELEASE 2025年3月19日 

公益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会 

GREEN×EXPO 2027 開催まであと2年 

主要施設の展示内容など最新の会場計画を発表 

～会場を共創する出展内定者は377件に～ 

公益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会（会長：十倉雅和、所在地：横浜市中区）は、

GREEN×EXPO 2027 (正式名称「２０２７年国際園芸博覧会」)の開催2年前である2025年3月19日（水）、

日本橋三井ホールにて記者発表会を実施しました。会場の主要施設である「政府出展」などの展示計画

を含む最新の会場計画のほか、Village出展、花・緑出展（企業・団体・個人、自治体）、テーマ営業出

店の内定者として、新たに145件を発表し、会場を共創する出展内定者（テーマ営業出店を含む）はあ

わせて377件となりました。 

空から見た GREEN×EXPO 2027 会場 



■GREEN×EXPO 2027の最新会場計画について

GREEN×EXPO 2027における会場計画のうち、主要な施設「テーマ館」「園芸文化展示」「政府出展」

の展示内容について、最新情報を公表しました。未知なる植物の力や日本の伝統的な自然観について、

見て、触れて、学んでいただける展示として準備を進めています。 

⚫ すべての生命はつながっている。植物を中心に。（テーマ館）

地球上のすべての生命のうち、重量で82％を占める植物。テーマ館では地球を支える命の根源であ

る植物の真の姿を、最新の映像技術と展示技術でお伝えします。また、東日本大震災の津波に耐えた

陸前高田市の「奇跡の一本松」の根も展示。復興を象徴する展示であり、植物が菌類と共生する土の

中の世界を最新の研究成果に基づきお伝えします。 

＜展示エリア＞ 

「奇跡の一本松」の根を展示。植物が菌類

と築く土の中のネットワークを紹介しま

す。 

⚫ 江戸時代を中心とした日本の園芸文化の神髄を表現（園芸文化展示）

日本人が自然とともに親しんできた園芸文化。江戸期には、日本の園芸文化は世界最高水準に発達し

ました。園芸文化展示では、江戸時代を中心とした日本の園芸文化の神髄を表現します。また屋外に

は、江戸時代の植木屋・花屋敷を再現。春分から始まり、晩春・初夏・盛夏・初秋と植物を入れ替え、

日本の園芸文化の水準の高さや自然観、季節感を体感いただけます。 



＜展示エリア＞ 

屋内展示では建築との調和を考慮した

展示空間を構成し、日本の園芸文化の

魅力等を発信。 

⚫ 日本の自然観を再考し、未来へ進む（政府出展）

政府出展が位置するのは、横浜市内を流れる和泉川の流頭部。この貴重な自然環境を引き継いでい

くため、流頭部の自然環境を読み解き、既存の樹木や在来の植物を活用し、屋外展示では美しい風

景としての「令和日本の庭」をつくりあげます。また、屋内展示ではプラネタリーバウンダリーと

いった地球規模の課題について、“みどり”で解決する可能性を体感・共感し、来場者が考え、ひと

りひとりが取り得る行動への一歩を提案します。

 ＜屋外展示＞ 

竹林や松林といった日本の里山の風景

を背景に、日本の雅を華やかに表現。 

＜屋内展示＞ 

農とみどりが調和した都市～農山漁村

の将来像を提示する。 

国土交通省・農林水産省提供 

国土交通省・農林水産省提供 



■「Village出展」及び「花・緑出展」の内定について

新たに「Village出展※1」に5件、「花・緑出展※2（企業・団体・個人）」に63件、そして「花・緑出展（自

治体）」に73件が内定しました。 

これにより、2024年10月1日（火）に発表された内定者とあわせて、 

「Village出展」に 13件、 

「花・緑出展」に360件、 

両出展への内定者は合計373件となりました。 

⚫ 「Village出展」第二次内定者（5件） （※五十音順）

・株式会社大林組

・清水建設株式会社

・住友林業株式会社

・東急グループ

・東日本電信電話株式会社

⚫ 「花・緑出展」第二次内定者 企業・団体・個人 （63件） 別紙一覧

⚫ 「花・緑出展」内定 自治体 （73件） 別紙一覧

※１ Village出展とは

市民や企業など多様な参加者が、コンセプトを共有しながら「幸せを創る明日の風景」を創り上げる共創事業

「Village」。その中核となる、カーボンニュートラルやネイチャー・ポジティブなど、新たなグリーン社会実現に

向けた企業による出展。 

※２ 花・緑出展とは

花と緑のプロフェッショナルが、ここでしか見られない庭園や花壇、生け花やフラワーアレンジメント、盆栽、新

品種・希少種など、多種多様な花・緑の作品を出展する、美と技術の競演。 

■「テーマ営業出店」の内定について

「テーマ営業出店※３」に4件が内定しました。 

⚫ 「テーマ営業出店」内定者 （4件）（※五十音順）

・JA グループ

・株式会社丸兆

・明治グループ

・山崎製パン株式会社



※3 テーマ営業出店とは

共創事業「Village」において、「幸せを創る明日の風景」の創出に資する、エシカル消費や食育などをテーマとし

た独自の飲食や物販等、企業・団体による出店。 



GREEN×EXPO 2027の会場空間を共創するパートナーは「Village出展」、「花・緑出展」、「テーマ営

業出店」をあわせて377件となり、多くの出展者のみなさまと一緒に魅力溢れる会場空間を準備して参

ります。 

※Village 出展、花・緑出展、テーマ営業出店の各内定者より個別リリースが発出されている場合がございます。

＜前列左から＞ 

株式会社大林組◆、住友林業株式会社◆、東日本電信電話

株式会社◆、株式会社 KT グループ◆、相鉄ホールディン

グス株式会社◆、大和ハウス工業株式会社◆、三菱国際園

芸博覧会総合委員会◆、JA グループ◇、明治グループ◇ 

＜後列左から＞ 

清水建設株式会社◆、東急グループ◆、鹿島建設株式会社

◆、三光ソフランホールディングス株式会社◆、竹中グル

ープ◆、東邦レオ株式会社◆、株式会社丸兆◇、 

山崎製パン株式会社◇ 

（企業・団体名のみ。敬称略。◆は Village 出展内定者、◇はテーマ営業出店

内定者。） 

Village 出展・テーマ営業出店内定者 

会場計画図ならびに Village 出展・テーマ営業出店の配置 



2 年前発表会に参加された出展内定者一同 

花・緑出展内定者 

＜前列左から＞ 

株式会社サカタのタネ、一般社団法人ジャパン・フラワ

ー＆コミュニケーションズ、一般社団法人 JFTD（花キュ

ーピット）、全国花みどり協会、玉川大学、一般社団法人

日本植木協会、一般社団法人日本造園建設業協会、公益

社団法人日本フラワーデザイナー協会、株式会社ハクサ

ン  

＜後列左から＞ 

福島県、千葉県、富山県、神戸市、福山市、高松市、 

熊本市 



■主催者挨拶

【十倉会長コメント】 

GREEN×EXPO の見どころの一つとなるテーマ館や園芸文化展

示、政府出展など、本博覧会の魅力の一端をご紹介する。皆様ぜ

ひ楽しみにしていただきたい。 

２年後、会場となる横浜・上瀬谷で、圧倒的な花と緑、魅力的な

空間を創出し、皆様をお迎えできるよう、協会一同、関係者の皆

様ととともに、引き続き着実に準備を進めていく。 

登壇者一覧 ※敬称略

・会長 十倉 雅和（日本経済団体連合会 会長） 

・副会長 山中 竹春（横浜市長）

・副会長 黒岩 祐治（神奈川県知事）

【山中市長コメント】 

GREEN×EXPOは、米軍から返還された土地の友好平和利用の

象徴であり、また、国内外から参加される多くの皆様と、気候

変動の課題を共有し、解決につなげるアクションを起こす場、

そしてそのアクションを世界へと発信していく場。 

一人一人の行動やライフスタイル、企業行動を変えていくきっ

かけとなるGREEN×EXPOを、ホストシティとして、皆様とと

もに大いに盛り上げていきたい。 

【黒岩知事コメント】 

開催期間中のみならず、機運醸成の段階から、多様な主体が積

極的に参加し、「みんなで盛り上げ、みんなで創り、みんなが参

加できる万博」をめざす。 

また、ミュージカルや庭園等の出展を通じ、県政の基本理念で

ある、いのち輝く「"Vibrant INOCHI"」の実現をめざしていく。 



本件に関するお問合せ先 

○GREEN×EXPO 2027に関すること

公益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会  

【会場計画に関すること】 企画調整部調整課 担当：田中 Tel：045-307-2068 

【Village 出展・テーマ営業出店に関すること】 事業部事業企画課 担当：齋藤 Tel：045-307-2049 

【花・緑出展に関すること】出展部出展課  担当：丸山 Tel：045-307-2057 

○GREEN×EXPO 2027 PR事務局（株式会社プラチナム内） 担当：星野・河村・小野

MAIL：greenexpo2027_pr@vectorinc.co.jp 

TEL：03-5572-6072 FAX：03-5572-6075 

GREEN×EXPO 2027 開催概要 

名 称   ２０２７年国際園芸博覧会 

 (International Horticultural Expo 2027, Yokohama, Japan) 

正 式 略 称  GREEN×EXPO 2027 (グリーンエクスポニーゼロニーナナ) 

開 催 場 所  神奈川県横浜市 

開 催 期 間  2027年３月19日(金)～ 2027年９月26日(日) 

テ ー マ  幸せを創る明日の風景 ～Scenery of the Future for Happiness～  

博覧会区域  約100ha(内、会場区域80ha) 

ク ラ ス    A１(最上位) クラス(AIPH承認＋BIE認定)  

参 加 者 数  1500万人（有料来場者数：1,000万人以上） 

公式サイト  https://expo2027yokohama.or.jp/ 

公式マスコットキャラクター 

「トゥンクトゥンク」 

●「GREEN×EXPO 2027 開催 2 年前記者発表会」開催概要

【日時】2025 年 3 月 19 日（水）10 時 30 分～11 時 15 分 

【会場】日本橋三井ホール 

【登壇者】 

・２０２７年国際園芸博覧会協会 会長 十倉 雅和（日本経済団体連合会 会長）

・２０２７年国際園芸博覧会協会 副会長 山中 竹春（横浜市長）

・２０２７年国際園芸博覧会協会 副会長 黒岩 祐治（神奈川県知事）

・２０２７年国際園芸博覧会協会 推進戦略室長 脇坂 隆一

・Village 出展内定者 13 件 

・テーマ営業出店内定者   4 件

・花・緑出展内定者 16 件 

【内容】 

・オープニングアタック映像

・主催者挨拶

・GREEN×EXPO2027 紹介映像

・会場計画・出展関連情報発表

・内定者紹介・フォトセッション









１． 工事の状況

旧上瀬谷通信施設地区では、ＧＲＥＥＮ×ＥＸＰＯ ２０２７の開催や、その後のまちづくりに向け、土地区画整理事業、周辺道路

整備事業、公園整備事業及び会場整備工事を進めています。

工事期間中、安全対策等には細心の注意を払いながら施工いたしますので、よろしくお願いいたします。

旧上瀬谷通信施設地区におけるR7年度の工事について
区 連 会 ４ 月 説 明 資 料
令 和 ７ 年 ４ 月 １ ７ 日
上 瀬 谷 整 備 事 務 所
２０２７年国際園芸博覧会協会

至 十日市場駅

堀
谷
戸
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池

相沢川調整池大門川調整池

瀬谷地内線

環
状
４
号
線

上川井瀬谷１号線

上川井瀬谷２号線
GREEN×EXPO 2027

会場区域

①目黒交番前交差点【橋梁基礎工事）】

②バイパス道路【仮囲いを活用したＰＲ】

④相沢川調整池（地下式）【躯体工）】

③上川井瀬谷１号線【工事用う回路】

⑤和泉川付近【植樹・移植工）】

⑥瀬谷地内線【相鉄線 土留め杭打設）】

①

②

③

⑥
■お問い合わせ先

（ＧＲＥＥＮ×ＥＸＰＯ ２０２７について）

公益社団法人 ２０２７年国際園芸博覧会協会 電話 045-307-2099

（土地区画整理事業・周辺道路整備事業について）

横浜市脱炭素・GREEN×EXPO推進局上瀬谷整備事務所 電話 045-900-0702

工事用う回路
④
相沢川調整池
（地下式）

⑤

※工事車両は、工事エリアから南側に通行しません。



2. 令和７年度の工事予定



 

 
 

新たな「横浜市地震防災戦略」について【情報提供】 
 

１ 趣旨 

本市では、令和６年能登半島地震の状況などを踏まえ、市の地震防災対策を

強化するため、「地震防災戦略」を刷新しました。 

12月に素案を公表し、市民意見募集を通じていただいたご意見（計 482件）

等を踏まえ、戦略をとりまとめることができましたので、意見募集等へのご協

力にお礼を申し上げるとともに、戦略の内容をご報告いたします。 

また、各区連会に危機管理室職員が伺い、戦略に関するご説明をさせていた

だきますので、ご理解・ご協力のほどお願いいたします。 

 

２ お願いしたいこと 

【区 連 長】ご承知おきください。 

【地区連長】地区連合定例会等で情報提供をお願いします。 

【単位会長】単位会長あて資料を送付します。定例会等で周知をお願いします。 

 

３ 地震防災戦略について 

(1) 戦略の位置付け・期間 

 〇 地震防災戦略とは、横浜市防災計画に基づき、大規模地震の被害軽減に

向けて市役所が取り組む行動計画（アクションプラン）です。 

 〇 戦略期間は令和７～15 年度とし、そのうち令和７～11 年度を「集中取

組期間」として各取組を推進していきます。 

 〇 戦略の推進にあたっては、自治会町内会や地域防災拠点運営委員会など、

地域の方々と意見を交わしながら、実効性のある取組を展開していきます。 

(2) 戦略の概要 

別紙のとおり 

(3) 戦略（冊子データ）及び市民意見募集の結果 

市ウェブサイト（下記ページ）に掲載しています。 

  URL：https://www.city.yokohama.lg.jp/bousai-kyukyu-bohan/bousai-saigai/data/bosaikeikaku/senryaku/ikenboshuu.html 

 

 

 

 

総務局危機管理室防災企画課 担当：阿武、田岡 

電   話 671-4096 

電子メール so-bousaikikaku@city.yokohama.lg.jp 

 

市連会４月定例会説明資料 
令 和 ７ 年 ４ 月 1 0 日 
総 務 局 防 災 企 画 課 
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キャッシュレス決済で！
警察手数料は

※上記の決済方法は一例です。詳細はHPをご確認ください。

クレジットカード

利用可能な決済方法の一例

電子マネー

コード決済

取扱場所

・神奈川県警察本部

・各警察署

・運転免許センター
（令和７年８月導入予定）

・高速道路交通警察隊

・第二交通機動隊

・その他、外部委託先など

対象手数料の一例

運転免許証の更新
自動車保管場所に

関する申請

道路使用許可に
関する申請

風俗営業に関する申請

神奈川県収入証紙で取り扱う全ての警察手数料が対象となります。

導入開始

３月

７年令和
など

免許更新 車庫証明

○　　○　　　○　　○○　　○　　　○　　○

○　　○　　　○　　○○　　○　　　○　　○
令和○年○月○日令和○年○月○日

氏名氏名

住所住所

交付交付

番　号番　号

免許の
条件等
免許の
条件等

二・小・原二・小・原

他他

二　種二　種

第第 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

号号
令和○年○月○日令和○年○月○日
令和○年○月○日令和○年○月○日
令和○年○月○日令和○年○月○日

平成○○年○月○日生平成○○年○月○日生

令和〇〇年○○月○○日まで有効令和〇〇年○○月○○日まで有効
運
転
免
許
証

優良優良

※現金でのお支払いの場合、窓口でお渡しする納付書を使って、

金融機関・コンビニ等でお支払いを済ませていただく必要があります。

◀神奈川県警察HPの二次元バーコード

神奈川県警察



3月10日 その他火災 瀬谷町 田畑にて発生

0人

日　付 災害種別 発生場所 内　　　容

負 傷 者 0人 0人 0人
0人
6件

死 者 0人 0人 0人

11月 12月 年計区 分

件 数 3件 2件 1件
５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月

1 日 当 た り 24.2 24.8 △ 0.6

月別火災件数・死負傷者状況
月 別 １月 ２月 ３月 ４月

そ の 他 93 101 △ 8 合 計 6
一 般 負 傷 420 395 25 第 四 分 団 2
交 通 事 故 69 67 2 第 三 分 団 1
急 病 1,598 1,691 △ 93 第 二 分 団 0

令和７年区 分

件 数 2,180 2,254 △ 74 第 一 分 団 3

年 別 令和７年 令和６年 増△減 分 団 名

１ 日 あ た り 0.1 0.1 0.00

救 急 分 団 別 火 災 発 生 件 数

配線器具 1 0 1

上記以外 2 2 0

1
電気機器 0 0 0 合　　　　　　計 6

0 0 0 相 沢 町 内 連 合 会 1
こんろ 0 2 △ 2 そ　の　他

南 瀬 谷 自 治 連 合 会 0

主
な
原
因

放火(疑い含む) 3 0 3 宮 沢 連 合 自 治 会 2
たばこ

0
死　 者（人） 0 0 0 瀬谷第四地区連合自治会 0

損
害
程
度

焼損床面積　（㎡） 0 0 0 細 谷 戸 連 合 町 内 会

負　傷　者（人） 0 1 △ 1

そ の 他 4 1 3 瀬谷第二地区連合自治会 0

航 空 機 0 0 0 瀬 谷 北 部 町 内 連 合 会 1

瀬谷第一地区連合町内会 0
船 舶 0 0 0 本 郷 地 区 連 合 自 治 会 0

0
林 野 0 0 0 三 ツ 境 連 合 自 治 会 0

種
別

建 物 2 3 △ 1 阿久和南部連合自治会

車 両 0 0 0

連 合 町 内 会 名 令和７年区 分

件 数 6 4 2 阿久和北部連合自治会 1

瀬 谷 消 防 署
瀬谷区内火災・救急状況 令和７年３月31日現在

火 災 連 合 町 内 会 別 火 災 発 生 件 数
年 別 令和７年 令和６年 増△減

（各表の数値は速報値であり、確定値ではありません。）



 

 

 

相次いでいる山林火災について、総務省消防庁は、例年、春に全国で山

林火災の発生が多いとして火の取扱いに注意するよう呼びかけています。 

山林火災を含む林野火災は、2 月から 4 月に集中し、例年、同じような

傾向で春に林野火災が多く発生し、次の出火原因が挙げられています。 

出火原因 

１位 たき火   

２位 野焼きなどの火入れ 

３位 放火、放火疑い 

 

出火の原因で最も多かったのが、刈り取った草木などを自宅の庭や畑で

焼却する「たき火」で全体の 3 割以上を占めました。次いで、野焼きなど

の「火入れ」や「放火」、「放火の疑い」となっております。 

横浜市内でも、雑草が繁茂している空き地等で火災が発生しています。

枯草の刈り取りや敷地の管理をお願いします。 

なお、例外的に屋外燃焼行為が認められる場合があります。詳細は、下記の二次元コ

ードから御確認下さい。 

 

 

 

瀬谷消防署からのお知らせ 

◎屋外燃焼行為（野焼き）は、横浜市生活環境の保全等に関する条例第 47 条に

より、原則として、何人もこれを行ってはならないことが定められています。 

【お問合せ】               

瀬谷消防署 総務・予防課     

予防係 予防担当     

☎  045-362-0119 



 

初期消火器具設置費用の一部補助について（御案内） 
 
１ 事業の趣旨 

  消防局では、自治会町内会が初期消火器具を設置・更新（器材全て又は一部）する費用の

一部を補助する事業を行っており、この度、補助金交付申請の受付を開始します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２ 申請要件 

  次の３つに当てはまる単一の自治会町内会が対象となります。 

(1)  地域に消火栓がある。 

(2)  家屋が密集し、火災が発生した場合に延焼拡大のおそれがある。 

(3)  定期的に訓練を実施できる。 

 

３ 申請方法 

 (1)  受付期間：令和７年４月１日（火）～９月 30日（火） 

 (2)  申請方法：添付の申請書に必要事項を記入し、瀬谷消防署に御提出をお願い 

いたします。 

 ※ 申請書は横浜市ウェブサイトからダウンロードすることもできます。 

 

 

 

○「横浜市 初期消火器具」で検索    ○２次元コード 

 

 

 

 

 

 

 

 

初期消火器具とは？ 

初期消火器具には、初期消火箱（固定式）

とスタンドパイプ式初期消火器具（可搬式）

の２種類があり、消防車が進入できない道路

狭隘地域等においても、市民の皆さまが消火

栓にホースを直接接続し、有効な初期消火活

動を行うことができる消火器具です。特にス

タンドパイプ式初期消火器具は機動性に優

れ、容易に取り扱うことができます。 
初期消火箱（固定式） 

スタンドパイプ式 
初期消火器具(可搬式) 

裏 面 あ り 

区 連 会 ４ 月 説 明 資 料 
令 和 ７ 年 ４ 月 1 7 日 
瀬 谷 消 防 署 総 務 ・ 予 防 課 



 

４ 補助の対象経費 

  今年度も引き続き、①初期消火器具の新規設置又は器材全ての更新設置の場合、②消防

用ホースなどの器材の一部更新や、既に自治会町内会が所有している初期消火箱への新た

な資機材（スタンドパイプや台車等）を追加する場合の補助を行います。 

 

 整備内容 補助の対象経費 

① 
初期消火器具の新規設置又は器材

全ての更新設置の場合 

初期消火器具の整備に要する経費（税込金額）の

２/３に相当する額（上限 20万円/１件） 

② 
初期消火器具の一部更新設置※１の

場合 

初期消火器具の整備に要する経費（税込金額）の

２/３に相当する額（上限７万円/１件） 

 

＜御参考＞ 

令和７年度からは、横浜市密集市街地における地震火災対策計画で定める「重点対策地域」に

該当する町丁目に初期消火器具を新規設置する場合、整備に要する経費（税込金額）の 10分

の９に相当する額が補助されることとなりました。しかしながら、瀬谷区には重点対策地域

はありませんので御承知おきください。 

 

５ お問合せ先 

  申請要件や書類等のお問い合わせは、瀬谷消防署へ御連絡ください。 

  瀬谷消防署総務・予防課 予防係 

田代・山田：電話/FAX 045-362-0119(代) 

Ｅメール sy-seyayobou@city.yokohama.lg.jp 

  

御連絡お待ちしております。 

 
 
 



第１号様式（第５条第２項） 

                               年   月   日 

横浜市長  山中 竹春 

                     団体名 

                     住所 

                     代表者職・氏名           

                     電話   （   ） 

 

初期消火器具整備費補助金交付申請書 

 

 初期消火器具を整備するため、初期消火器具整備費補助金の交付を受けたいので、関係

書類を添えて申請します。なお、補助金の交付にあたっては、横浜市補助金等の交付に関

する規則（平成 17 年 11 月 30 日横浜市規則第 139 号）及び初期消火器具整備費補助金

交付要綱を遵守します。 

 

１ 整備種別      □ 初期消火箱 、 □ スタンドパイプ式初期消火器具 

 

２ 整備内容      □ 新規設置 、 □ 更新設置 、 □ 一部更新設置 

 

３ 整備費用総額                円  

 

４ 設置場所 

          区                            

 

５ 設置場所周辺の状況等 

□ 地域に消火栓がある （初期消火箱の場合 直近  ｍに消火栓あり） 

□ 家屋が密集し、火災が発生した場合に延焼拡大のおそれがある 

□ 定期的に訓練を実施する 

 

※設置場所が、横浜市密集市街地における地震火災対策計画で定める重点対策地域の場合 

 □ 設置場所の住所が重点対策地域に該当する町丁目である。 

 

６ 申請理由 

                                       

                                       

 

７ 添付書類 

 □ 見積書の写し 

 □ 初期消火器具設置位置図 

 □ 土地及び施設の使用承諾・許可書等の写し 

 

 



瀬日赤第１８６号 
令和７年４月１７日 

 
瀬谷区 
各地区連合会長 様 
 
                       日本赤十字社瀬谷区地区委員会 

  委員長 山岸 秀之 
 
 

令和７年度 日本赤十字社「会費」募集運動について 
 

標記につきまして今年度も５月～７月の日本赤十字社「会費」増強運動月間

に合わせて「会費」募集運動を実施いたします。 

日本赤十字社瀬谷区地区委員会総会【２月期】にてご了承いただき、後日、

各自治会・町内会会長様あてに次のとおり依頼文と「会費」募集運動に係る資

材をお送りさせていただきます。 

資材に関しましては、昨年度の実績数に基づき各自治会・町内会会長様にお

送りし、追加で必要資材がある場合にはご連絡いただけるよう、ご案内いたし

ます。 

ご理解・ご協力のほど、よろしくお願いいたします。 

 

【日赤瀬谷区地区委員会】 
瀬谷区二ツ橋町４６９ 
せやまる・ふれあい館 
０４５－３６１－２１１７ 
担当：川口 

区 連 会 ４ 月 説 明 資 料 
令 和 ７ 年 ４ 月 1 ７ 日  
瀬 谷 区 社 会 福 祉 協 議 会 



 
瀬日赤第１８６号 
令和７年４月 17 日 

各自治会・町内会 会長 様 
 

日本赤十字社瀬谷区地区委員会 
  委 員 長  山 岸  秀 之  
 

 
令和７年度『 日赤 』会費募集の実施について（ご依頼） 

 
 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 
平素より、当会の運営につきましては格別なるご尽力を賜り、厚くお礼申し上

げます。 
 さて、本年度も例年のとおり赤十字運動月間事業として、標記運動を実施い

たします。 
 日本赤十字社は、国内外における災害等救援活動をはじめ救急法などの講習

普及事業、青少年赤十字活動など、様々な活動を行っております。この活動を

支えているのが、赤十字活動資金です。活動資金は、皆さまからの会費によっ

て支えられています。 
 つきましては、ご多用中誠に恐縮に存じますが、「会費」募集運動にご理解

とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 
 
１ 実施期間 
  「赤十字会員増強運動」期間を５月１日～５月３１日としており、７月末 

までを目途に取りまとめて頂けると幸いです。 
 
２ 予定額  

次の金額については、あくまで会費のご判断をいただく際の目安であり、強 
要されるものではないことをご理解願います。 
 

 
  

自治会・町内会名 
4 月 1 日現在の 

自治会加入世帯数 

左欄から 2.5％控除 

した基礎世帯数 

日赤会費 

１世帯２００円 

    ※各自治会・町内会には、それぞれの予定額が明記されたものを送付します 



３ 納入方法 

（1） ゆうちょ銀行口座への振込み 

同封の払込取扱票（青色の振替払込書）を利用し、窓口で手続きして

ください。窓口以外（ATM、ゆうちょダイレクト等）での送金は免除対

象外です。 
口座番号 ００２３０－８－９９７６７ 

口座名 日本赤十字社神奈川県支部横浜市瀬谷区地区 

 
●本口座は社会福祉の増進を目的とする寄付金募集のための口座として無料送

金サービスの承認を受けていますので、窓口手数料、硬貨手数料、振込手数

料が免除になります。 
 
●通信欄に自治会町内会名を必ずお書きください。 

 
４ 窓口へのお持ち込み 
 月曜日～金曜日（祝日を除く）の９：００～１６：００の間に、 
日赤瀬谷区地区委員会窓口（瀬谷区社会福祉協議会）へご持参ください。 
 

５ 送付資材 
別紙のとおりです。 
令和６年度の資材依頼分をお送りしております。 
 

●２，０００円以上のご協力をくださった方で会員登録を希望される場合は、

受領証のご住所欄も記入してください。会員の皆様には会報などの送付をさ

せていただきます。会員登録希望の方がいた場合には、事務局にご連絡をお

願いいたします。 
●２０，０００円以上納入された方は日本赤十字社の表彰の対象となるため、

お手数ですがご住所・氏名・電話番号をお知らせください。 
 
６ 事務局・お問い合わせ 

横浜市瀬谷区社会福祉協議会     担 当 ： 川口 
   〒246-0021 瀬谷区二ツ橋町４６９番地 せやまる・ふれあい館２階 
   TEL  ３６１－２１１７   FAX  ３６１－２３２８ 



＜送付資材一覧表＞ 

※No.３～８の資材については、見本として１つずつ同封しています。 

なお、昨年度必要資材数のご連絡をいただいていた自治会・町内会様へは、昨年度の実績 

分を送付いたします。 

 

※ご確認いただき必要な資材がある場合は、事務局までＦＡＸまたはお電話・Ｅメールに

てご連絡いただければ郵送にてお届けいたします。 

 

※資材数に変更がある場合は、お手数おかけしますが、事務局までＦＡＸまたはお電話に

てご連絡ください。次年度から資材数を変更いたします。 

 
【事務局】 

日本赤十字社瀬谷区地区委員会 

              横浜市瀬谷区二ツ橋町４６９ せやまる・ふれあい館２階 

        瀬谷区社会福祉協議会内 電話：３６１－２１１７ ＦＡＸ：３６１－２３２８ 

                     

 

 

N0. 資材・書類名称 数量 使い方・説明等 

１ ポスター 掲示板数 
自治会・町内会の掲示板に掲示いただき、周

知をお願いします。サイズはA４です。 

２ 
払込取扱票 

（青色の振替払込書） 

１枚 

（納入用） 

＊郵便局の窓口のみでご利用ください。 

＊窓口手数料、硬貨手数料、振込手数料が免

除になります。 

【注】赤色の振替払込書は使用できません。 

３ 小冊子 １冊 赤十字活動を紹介する冊子です。 

４ 回覧用チラシ １枚 会費をお願いするためのチラシです。 

５ 協力会員門標 １枚 

５００円以上寄付者の中で、希望の方にお渡

しするシールです。 

なお、2,000円以上の協力者（会員）に関し

ては神奈川県支部にて対応します。 

６ 会費用封筒 １枚 
会費を集める際に使用する封筒などとして

ご使用ください。 

７ 委嘱状 １シート 

班長など会費を集める方の活動を証明する

ため、赤十字が委嘱したという証明書です。 

使用時にお名前をお書きください。 

８ 会費受領証 １部 
日赤会費に協力いただいた寄付者に対する

領収書です。（１冊１０枚綴り） 



 

＜資材見本＞ 
資材番号３ 小冊子 

赤十字活動を紹介する冊子です。 

 
 

 

資材番号５ 協力会員門標 

５００円以上寄付者の中で、希望の方にお渡

しするシールです。 

 

 
 

 

 

 

 

資材番号７ 委嘱状 

班長など会費を集める方の活動を証明するた

め、赤十字が委嘱したという証明書です。 

 

 
 

 

 

資材番号４ 回覧用チラシ 

 

 
 

 

資材番号６ 会費用封筒 

戸別ごとに集める為に使用します。 

   
 

 

 

 

 

 

 

資材番号８ 会費受領証 
 

日赤会費に協力いただいた寄付者に対

する領収書です。（１冊１０枚綴り） 



自治会・町内会長 様 

瀬谷区総務課長 

防災スピーカーの運用及び試験放送の実施について（情報提供） 

日頃より、瀬谷区の防災事業の推進に御理解・御協力をありがとうございます。 

さて、瀬谷区に現在設置されている境川流域設置防災スピーカー（４基）及び横浜市防災

スピーカー（11 基）の運用について、６月からの出水期に備え、改めてお知らせすると共

に、試験放送を実施することとしましたので御理解くださいますようお願いします。

１ 防災スピーカーの運用について 

名称 放送方法 放送内容 設置数 

境川流域 

設置防災 

スピーカー

手動放送 
境川が増水した際に、流域にお住いの皆様に向け

て避難情報（「避難指示」等）のみを放送 
４基 

横浜市防災

スピーカー

自動放送 

（Ｊアラート） 

区民の皆様に向けて国民保護情報、緊急地震速報

（震度５弱以上）や気象特別警報等を放送 
11基 

※設置場所は裏面「（参考）瀬谷区内の防災スピーカー設置状況」参照

２ 試験放送について 

(1) 瀬谷区が独自に行うもの【境川流域設置防災スピーカー（４基）及び横浜市防災スピーカー（11基）】

令和７年７月２日（水） 午前 11 時頃

※「試験 試験 こちらは瀬谷区役所です。現在防災スピーカーの試験放送を実施

しています 以上試験」（３回繰り返し）

(2) （参考）令和７年度Ｊアラート全国一斉情報伝達試験【横浜市防災スピーカー（11基）】

令和７年５月 28 日(水) 、８月 20 日(水)、11 月 12 日(水)、令和８年２月６日（金）

※いずれの日程も午前 11 時頃に実施予定

※♪ピンポンパンポン（上り４音チャイム）「これは、Ｊアラートのテストです。」（３

回繰り返し）♪ピンポンパンポン（下り４音チャイム）

※国際情勢等を踏まえ、延期又は中止とする場合は、横浜市ホームページ等でお知ら

せします。

【担当】瀬谷区総務課 総務課長 松田 

危機管理・地域防災担当係長 立塚、安達 

（電話：367-5611 FAX:366—9657） 

区連会４月説明資料 

令和７年４月 1 7 日 

瀬 谷 区 総 務 課 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲中屋敷 
中央公園 

▲瀬谷本郷 
公園 

▲橋戸北 
 公園 

▲下瀬谷 
 第一公園 

（参考）瀬谷区内の防災スピーカー設置状況 

●上瀬谷 
小学校 

●大門小学校 

●瀬谷第二 
小学校 

●南瀬谷 
小学校 

●旧阿久和 
小学校 

●原小学校 

●原中学校 

●阿久和消防 
出張所 

●瀬谷区役所 

●相沢小学校 

●瀬谷小学校 

●横浜市 
防災 
スピーカー 

▲境川流域 
設置防災 
スピーカー 



 

令和６年４月 17日 

 
自治会町内会長 各位 

 

瀬谷区総務課 長 

 

  

緊急情報伝達システムへの登録について（お願い） 

 

 

 陽春の候 ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。 

 日頃から瀬谷区の防災行政に御協力を賜り厚くお礼を申し上げます。 

 さて、瀬谷区では風水害時の避難場所の開設情報等を自治会町内会長等の皆様に迅速に

行うため、「緊急情報伝達システム」を導入しております。 

 つきましては、瀬谷区緊急情報伝達事業に御理解をいただき、瀬谷区総務課まで申請を

お願いいたします。 

 

１ 登録期間 

  令和７年６月１日（日）から令和８年５月 31日（日）まで 
  ※現在登録されている方は、登録期間の終了をもって自動的に削除しています。次期

間に登録を希望される方は再申請をお願いいたします。 

 

２ 申請方法 

  次のうちどちらかの方法で申請をお願いいたします。 

 (1) 別紙「令和７年 緊急情報伝達システム登録申請書」に必要事項を記入し、瀬谷区

総務課に御提出ください。 

 

 (2) 下記二次元コードを読み取り、横浜市電子申請システムから御申請ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 申請期限 

  令和７年５月 30日（金）まで 

  ※６月からの出水期に備えてお早めに御申請ください。 

  

<登録をお願いする方> 

 １ 地区連合町内会長の役職にある方 

２ 自治会町内会長の役職にある方 

３ 自治会町内会等の防災組織として活動している方 

４ 河川の浸水域に居住しており、瀬谷区長が登録の必要性を認めた方 

区連会４月定例会資料 

令和７年４月 17 日 

瀬 谷 区 総 務 課 

裏面あり 



４ 伝達訓練の実施について（予定） 

 (1)  令和７年６月５日（木） 午前 10時頃 

 (2)  令和７年７月１日（火） 午前 10時頃 

 (3)  令和７年８月６日（水） 午前 10時頃 

※実施日時は、変更又は中止になる場合があります。 

※「0570-095-999」から架電します。 

※訓練内容を御確認いただき、電話機のシャープボタン(♯)を押すことで受話確認とな

り、受話確認ができない場合最大３回までリダイアルされます。 

 

問合せ先：瀬谷区総務課危機管理・地域防災担当    

立塚、安達（電話：367-5611） 

（FAX：366-9657） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨今、ごく短時間に発生する猛烈な豪雨、いわゆる「ゲリラ豪雨」が増えています。瀬谷

区においても、過去河川の急激な水位上昇に伴い河川が溢水し、被害が発生しました。 

風水害等における被害を軽減するためには、各自が主体的に気象情報や河川の水位情報を

収集し、危険が及ぶ場合は速やかに避難する等、状況に応じた対策を講じる必要があります。 

瀬谷区では、区内の風水害等に係る情報を迅速に情報提供することを目的に、連合町内会

長をはじめ、各単位自治会町内会長の方へ「緊急情報伝達システム」にて、緊急情報を提供

しています。 

 

 

 

 

 

 

 登録をお願いする方は、原則として連合町内会長及び自治会町内会長等（防災担当者）と

させていただきます。 

【区民の皆さまに情報を直接お送りするその他の手段】 

○横浜市防災情報Ｅメール 

気象警報・注意報や河川水位情報等をはじめとする防災情報をＥメールで配信するものです。 

登録は下記キーワードによる検索又は右記二次元コード読取によりお願いします。 

検索 横浜市 防災情報Ｅメール 

 

○瀬谷区情報メールマガジン 

 区独自の情報を携帯電話やパソコンにメール配信するもので、情報伝達システムと同内容をお

送りします。登録は下記キーワードによる検索又は右記二次元コード読取によりお願いします。 

検索 瀬谷区 情報メールマガジン 

 

緊急情報伝達システムとは… 

 

区内の災害等に係る緊急情報などを、 

自宅の固定電話や携帯電話へ音声でお知らせするシステムです。 

※情報伝達に時間が掛かるほか、階層が多く

なり伝達内容に差が生じやすくなります。 

… 

自治会連合町内会長 

単位自治会長 単位自治会長 

自治会員 

自治会員 

自治会員 

区災害対策警戒本部 

システム登録前 

区災害対策警戒本部 

システム登録後 

自治会連合町内会長 

単位自治会長 単位自治会長 

… 

自治会員 

自治会員 

自治会員 

※システム未登録者に対しては、連合町内会長から

の連絡が必要となります。 

 

 

 



令和７年 緊急情報伝達システム登録申請書 

（登録期間：令和７年 6 月 1 日～令和８年 5 月 31 日） 

 

    年  月  日 

   

（申請先） 

横浜市瀬谷区長 

 

緊急情報伝達システムへの登録を希望するので、次のとおり申請します。 

氏 名  

自 治 会 町 内 会  

住 所 

連絡先電話番号 

 

 

 

登録を希望する 

電 話 番 号 

 

 

 

 

 

※本システムの緊急性の観点から、電話番号での申請・登録をお願いいたします。 

登 録 該 当 要 件 □ 連合町内会長の役職にある者 

□ 自治会町内会長の役職にある者 

□ 自治会町内会等の防災組織として活動している者 

□ 河川が溢水した場合、浸水域に居住しており、かつ瀬谷区長が

登録の必要性を認めた者 

 

備 考  

 ※ 登録期間は、原則として申請した年の６月１日から翌年５月 31 日までの１年間です。 

     前年登録の延長はできないため、継続希望の場合は本申請書での再申請をお願いいたします。 

 

※上記のいずれかにチェックをしてください。 

【申請方法】※①②のいずれかの方法で申請をお願いします。 

①上記登録申請書に必要事項を記載のうえ、下記問合せ先窓口へ御持参いただく、 

または、FAX、郵送にて御提出をお願いいたします。 

②右記二次元コード読取のうえ横浜市電子申請システムから御申請 

いただくことも可能です。 

 

【問合せ先】 

瀬谷区役所 総務課 危機管理・地域防災担当（Tel. 367-5611 Fax.366-9657） 

〒246-0021 横浜市瀬谷区二ツ橋町 190 番地 



 

 

 

令和７年刊行「区勢統計要覧 瀬谷」について 

 

このたび、令和７年刊行「区勢統計要覧 瀬谷」を作成し、瀬谷区ホームペ

ージに掲載しましたので、お知らせいたします。 

なお、要覧のデータは、下記ホームページからダウンロードできます。 

よろしくお願いいたします。 

 

 

 【瀬谷区ホームページ 区勢統計要覧】 

https://www.city.yokohama.lg.jp/seya/kusei/tokei/yoran/ 

   

 

 

 

 

 

 

区勢統計要覧      掲載先 QR コード 

 

 

 

 

瀬谷区総務課統計選挙係 

担当：鈴木、松本 

電話：367-5615 

 

区連会４月説明資料 

令和７年４月 17 日 

瀬 谷 区 総 務 課 

https://www.city.yokohama.lg.jp/seya/kusei/tokei/yoran/


 

自治会・町内会長 各位 

瀬谷区区政推進課長 

 

自治会町内会館における緑のカーテンづくりの取組への御協力について（依頼） 

 

日頃から、瀬谷区政の推進に御協力いただき厚くお礼申し上げます。 

さて、瀬谷区では夏の節電に向けた環境行動のひとつとして、区民の方々への緑のカーテ

ンの普及に取り組んでいます。 

そこで、多くの方々が利用し、ＰＲ効果の高い自治会町内会館での緑のカーテンづくりの

取組に御協力をお願いします。 

なお、御協力いただける場合には、ゴーヤの苗を提供させていただきます。 

 

１ 申込方法 

別添の申込書に希望数等を御記入の上、以下のいずれかの方法でお申し込みください。 

(1)窓口 

  瀬谷区役所３階 37番窓口 

(受付時間：8：45～17：00 ※土日・祝日を除く) 

(2)FAX 

365－1170 

(3)メール 

  se-kikaku@city.yokohama.lg.jp 

 

２ 申込期限 

令和７年５月 16日（金）※期限に間に合わない場合はご相談ください 

 

３ 受け渡し方法 

  申込書に御希望の受け渡し方法を御記入ください。 

※配布については、６月を予定しております。配布総数が決定し次第、こちらから御連

絡させていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

【お問合せ先】瀬谷区区政推進課企画調整係 猪野・明地 

電話：367-5632 ファックス：365-1170 

注意事項 

●個人宅での使用はお断りさせていただきます。 

●苗は区民ボランティアの方々が育成してくださっているものをお渡しするため、応募多数の 

場合はこちらで配布数を調整させていただく場合があります。 

区 連 会 ４ 月 説 明 資 料 
令 和 ７ 年 ４ 月 1 7 日 
区 政 推 進 課 



●自治会町内会名 会

●御担当者様
様

●御連絡先（電話）

●苗希望数
ポット

自治会町内会館　ゴーヤ苗申込書

こちらの申込書に御記入の上、以下のいずれかの方法で担当まで御提出ください。

●窓口：瀬谷区区政推進課　37番窓口
　　　　（受付時間：8：45～17：00　※土日・祝日を除く)
●ファックス：365-1170
●メール：se-kikaku@city.yokohama.lg.jp
提出期限：５月16日(金)

●受け渡し方法
（いずれかに○をしてください）

※プランターを御使用の場合は、１つのプランターに苗を１～２本植えるとよく育ちます。
多すぎると栄養が不足し大きく育たないので御注意ください。

●その他（連絡事項などがございましたら御記入ください。）

会館へお届け・区役所でお渡し・その他(           )

●お届け先のご住所

【問合せ先】

瀬谷区区政推進課企画調整係 猪野、明地

電話：367－5632 FAX：365－1170

Ｅメール：se-kikaku@city.yokohama.lg.jp 



戸籍氏名の振り仮名記載について【情報提供】 

 

１ 趣旨・概要 

  戸籍法の改正に伴って、行政手続きのデジタル化の推進等のために戸籍の氏名に振り仮

名が記載されるようになります。 

令和７年５月 26日時点（改正法の施行日）において本籍を置く市区町村から皆様（原則

として戸籍の筆頭者宛て）に振り仮名が記載された通知が発送されますので、届きましたら

内容の確認をお願いします。 

 

２ お願いしたいこと 

【区 連 長】ご承知おきください。 

【地区連長】地区連合定例会等で情報提供をお願いします。 

【単位会長】単位会長あて資料を送付します。定例会等で情報提供をお願いします。 
 

３ 今後の流れ 

(1) 令和７年５月 26 日から夏頃まで 

 各ご家庭に、戸籍に記載する予定の振り仮名がハガキで届きます。このハガキは同一戸        

籍にいる方全員分（１通に４名まで）の振り仮名が記載されており、戸籍内で住所が別の

方がいる場合は、同内容のハガキがそれぞれの住所あて郵送されます。 

                   

 【通知ハガキ 表面のイメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪裏面もあります。≫ 

市連会４月定例会説明資料 
令 和 ７ 年 ４ 月 1 0 日 
市民局窓口サービス課 



 

（2） ハガキが届いてから令和８年５月 25日まで 

  ア 振り仮名が正しい場合 

    手続きは必要ありません。この場合、令和８年５月 26日以降に自動で戸籍に振り仮

名が記載されます。 

 

  イ 振り仮名に誤りがある場合 

  振り仮名の届出が必要です。 

※オンライン（マイナンバーカード利用）や郵送で届出可能です。詳細はお届けする

ハガキをご確認ください。 

【届出期間】令和７年５月 26日～令和８年５月 25日の１年間 

 

（3） 令和８年５月 26 日以降 

   すべての戸籍に振り仮名が記載されます。この日以前に、振り仮名の届出をされた方

については、届出された時点で戸籍に振り仮名が記載されます。なお、戸籍に振り仮名が

記載されると、本籍地の市区町村から住所地市区町村へ通知がなされ、自動的に皆様の

住民票の氏名の振り仮名も記載されます。 

 

４ コールセンターについて 

  戸籍の氏名に振り仮名が記載されることは、全国一斉に開始されます。 

 令和 7年５月 26日以降に国のコールセンターが開設されますので、ご不明点がございまし

たらお問合せください。 

  また、通知ハガキに関するお問合わせ等について、本市においても専用のコールセンタ

ーを開設します。電話番号等の詳細は、通知ハガキに記載するとともに本市ホームページ

に掲載する等してお知らせする予定です。 

 

横浜市振り仮名の WEBページ 

２次元コード→ 

市民局窓口サービス課 
担当 中澤、指宿 
電話 045-671-2176 /FAX 045-664-5295 
メール sh-madoguchi@city.yokohama.lg.jp 







区連会４月説明資料 
令和７年４月 1 7 日 
瀬 谷 区 福 祉 保 健 課 

お問合せ先 
瀬谷区福祉保健課運営企画係 柿澤・谷・半沢 

電話 367-5743 ／ FAX 365-5718 

ﾒｰﾙ se-chifuku@city.yokohama.lg.jp 

 

 

第１回第５期瀬谷区地域福祉保健計画策定懇談会の報告について 
 

 

 令和７年２月 13 日に第１回第５期瀬谷区地域福祉保健計画策定懇談会を開催しました。 

第５期計画の骨子案について策定委員による意見交換が行われましたので、ご報告します。 

自治会・町内会の皆様におかれましては、参考資料のご意見をご承知おきいただき、引き

続き地域福祉保健の推進にご協力のほどよろしくお願いします。 

なお、取組を進めるにあたり、ご相談等がございましたら、各地区の地区支援チーム（区

役所・区社協・地域ケアプラザ）にご連絡をお願いします。 

 

 

１ 懇談会でのご意見（一部） 

・ どのように若い人を巻き込みながら、“おたがいさま”を浸透させていくかが重要であ

る。 

・ 第１期・第２期とサロン等の地域交流の場が増えていき、今も活動を続けている。その

一方で、参加者が年々減少しているところもあるので模索している。 

・ やさしい日本語を使って広報することで、外国にルーツのある人が防災訓練等に参加

でき、知り合いになって交流が生まれるのではないか。 

・ こどもが育つ場面は、家庭、学校、地域といろいろある。どこかが欠けても、こどもの

成長に影響を及ぼしてしまう。人とのつながりをどのようにしていくか、注力してい

く必要がある。 

 

２ 今後について 

  いただいたご意見を参考に、区民意見募集実施に向けて素案を作成してまいります。 

 

３ 参考資料 

  「【報告】第１回第５期瀬谷区地域福祉保健計画策定懇談会」 

 

 



 

 

 

第１回第５期瀬谷区地域福祉保健計画策定懇談会 
 

 

２月 13日（木）に、第５期瀬谷区地域福祉保健計画（令和８年度からの５か年計画）策定につ

いての話し合いを行うため、第１回策定懇談会を開催しました。 

今回は、骨子となる「基本目標」と、その基本目標を実現するための「６つの取組」について、

地域の各団体、医療機関、行政等の策定委員（１８名）で意見交換を行いましたので、内容の一

部をご紹介します。これらのご意見を、第５期計画に反映していきます。 

 

 

 

 

～基本目標（案）について～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

・ 語尾を「まち」にすると、自分もその一員なんだと感じてもらえる。瀬谷区ってどんな所かと問わ

れたら、「こんなまち」と言える。漢字が少なく誰もが分かりやすい。 

・ 「まち」より「まちづくり」とした方が、より幅広い人に目標を理解してもらえるのではないか。 

・ 新しい住宅が増えてきているので、みんなが緩やかにつながっていけると良い。 

・ どのように若い人を巻き込みながら、“おたがいさま”の意識を浸透させていくかが重要である。 

・ “おたがいさま”という言葉は、人とのつながりを感じさせる大事な言葉である。 

・ 3 つの基本目標に更に近づいていけるよう、目標とする「まち」のイメージを具体的にしていく必

要がある。 

・ それぞれが、自分のフィールドを超えたインクルーシブな共生社会のことを伝えていけると良い。 

・ 第１期・第２期とサロン等の地域交流の場が増えていき、今も活動を続けている。その一方で、

参加者が年々減少しているところもあるので模索していきたい。 

 報告 

基本目標Ⅰ 

“おたがいさま”で

支え合うまち 

基本目標Ⅱ 

健康でいきいきと

暮らせるまち 

基本目標Ⅲ 

誰もが活躍できる

まち 



・瀬谷区地域福祉保健計画(暮らしやすいまちづくりの計画) 
・過去の懇談会の報告書（バックナンバー） 
・瀬谷区地域福祉保健計画(暮らしやすいまちづくりの計画) 
・過去の懇談会の報告書（バックナンバー） 

～（基本目標を実現するための）６つの取組（案）について～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学識経験者からのコメント 

・ 活動している人だけでなく、地域の中により浸透し、共感の得られる計画になっていくようにな

ると良い。 

・ こどもや外国にルーツのある人、多様性について、懇談会でも多く話題が出るようになり、その

意見を生かしたものが「６つの取組」の文言も入ってきている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体的なご意見 

・ 「6 つの取組」は、第 4 期計画の中で推進している活動とも方向性が合致している。 

取組１：身近な地域での見守り・支え合い・助け合

いの仕組みづくり 

・ 「顔の見える関係づくり」は発災時に発揮すると思わ

れがちだが、平時の助け合いも大事である。 

・ やさしい日本語を使って広報することで、外国にル

ーツのある人が防災訓練等に参加でき、知り合いに

なって交流が生まれるのではないか。 

取組２：一人ひとりに応じた健康づくり 

・ 自分の健康状態をどれだけ分かっているか。まずは

健康への意識を持ってもらいたい。 

・ 健康に関心を持つ → 健診等を受ける → 自分

に合わせた健康づくりを実施 

取組３：健やかにこどもが育つ環境づくり 

・ こどもが育つ場面は、家庭、学校、地域といろいろあ

る。どこかが欠けても、こどもの成長に影響を及ぼし

てしまう。そのためには、人とのつながりをどのように

していくか、注力する必要がある。 

・ 「環境」より「風土」の方が良いのではないか。「環境」

は整備という考えになるが、「風土」は、まちの雰囲気

のイメージで、地域で取り組むことに合っている。 

取組４：多様性を尊重した多世代の参加のきっか

けづくり 

・ 「多様性を尊重」とは、自分ではない、自分とは違う

マイノリティの人をイメージしていないか。誤解のな

い言葉にした方が良い。 

・ 「参加」だと、しなくてはいけない感じになるので、

「交流」の方が良いのではないか。 

取組５：地域住民や関係機関（団体）等の連携・協

働・ネットワークづくり 

・ なかなか家から出られない人に対して、民生委員等

の地域の方が関わってくれているのはありがたい。 

・ 地域課題を共有することが大事。また、「顔の見える

関係」は、関係機関にも必要。 

取組６：必要な情報や支援が届く仕組みづくり 

・ サロンも情報提供の大切な場になっている。サロン

や趣味の活動等、みんながどこかに入っている（所

属している）ことで安心感につながる。 

・ 社会福祉施設では、地域貢献・社会貢献をするよう

言われているが、地域の方が何に困っているのか

分からない。地域のニーズ情報があれば検討しや

すい。 

 



区 連 会 ４ 月 説 明 資 料 
令 和 ７ 年 ４ 月 1 7 日 
瀬 谷 区 福 祉 保 健 課 

お問合せ先（事務局） 
・ 瀬谷区福祉保健課運営企画係 

電話：367-5743 ／ FAX：365-5718 

ﾒｰﾙ：se-chifuku@city.yokohama.lg.jp 

・ 瀬谷区社会福祉協議会 

電話：361-2117 ／ FAX:361-2328 

 

 

 

第５期瀬谷区地域福祉保健計画地区別計画の策定について（依頼） 

 

 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。日頃より、瀬谷区の地域福祉の推進に

御尽力いただき、誠にありがとうございます。 

 現在、瀬谷区では第４期瀬谷区地域福祉保健計画を推進し、事務局では第５期瀬谷区地域

福祉保健計画策定に向けての作業も進めております。 

つきましては、12地区連合町内会自治会単位で、第５期瀬谷区地域福祉保健計画地区別計

画を策定していきますので、地域の状況に応じてご協力のほどお願いいたします。策定の際

は、「第５期瀬谷区地域福祉保健計画 骨子」を参考にしてください。 

なお、民児協・区連会・地区社協分科会で依頼しております。各会と連携し多くの皆様の

ご意見を賜り、より良き計画となるよう、策定を進めていただきたく存じます。 

 

【参考】 

１ 依頼内容・仕様 

・ 第５期瀬谷区地域福祉保健計画地区別計画（令和８年度～令和 12年度）の策定 

・ Ａ４サイズ／２枚／カラー（見開き） 

※ 策定にあたっては【別紙１】をご覧の上、進めていただくようにお願いいたします。 

※ 地区別計画の左ページは、第４期計画を参考にしてください（データをご希望の方

は、事務局までお声かけください。後日メールで送付いたします）。 

※ デザインについては修正する場合がございますので、ご了承ください。 

 

２ 締切 

令和７年 10月 10日（金） 

 

３ 提出先 

瀬谷区社会福祉協議会（地区担当）にご提出ください。 

 

４ 提出方法 

 左ページは Wordで、右ページは原則として PDFでご提出ください。 

 

５ 添付資料 

・ 第５期瀬谷区地域福祉保健計画骨子および今後のスケジュール 

・ 【別紙１】第５期計画策定にあたって 

 



第５期瀬谷区地域福祉保健計画 骨子 
（令和７年３月現在） 

計画の位置づけ 

第１期～第４期までの成果と継続性 

【これまでの計画全体での主な成果】 

〇 サロンなど様々な地域交流の場が増加 

〇 健康づくり・生きがいづくりの活動も増加 

〇 見守り、支え合い活動も大きく前進 

〇 障害者やこども等、様々な主体の活躍の場所が拡大 

〇 区民、区役所、区社会福祉協議会、地域ケアプラザとの連携強化 

第１期

・見守り体制づく
りの推進

・サロンなど、地
域の交流の場の増
加

第２期

・見守り・支え合
い活動の推進

・健康づくり・生
きがいづくり活動
の増加

第３期

・障害についての
理解の推進

・認知症カフェ、
学習支援、こども
食堂など新たな場
の増加

・地区での健康づ
くりの取組の増加
（ウォーキング、
介護予防）

第４期

・更なる「顔の見
える関係づくり」
の推進

・こどもが地域活
動で役割を担い、
活躍できる取組の
推進

・健康に対する予
防的な取組の増加

全体計画 地区別計画 

市としての 

方向性を示す 

ことにより 

区計画の推進を

支援する計画 

市計画 区計画 

区計画の推進を支援 

区域では解決困難な課題 

各計画の関係

連携・協働 



暮らしやすいまちづくりの計画 全体像 

基本理念  みんなでつくる みんなのしあわせ

  基本目標 

【案】６つの取組（基本目標を実現するために） 

Ⅰ 

“おたがいさま” 

で支え合うまち 

Ⅱ 

健康でいきいき

と暮らせるまち 

Ⅲ 

誰もが活躍できる

まち 

１ 

身近な見守り・支

え合い・助け合い

のつながりづくり 

２ 

一人ひとりに 

応じた健康づ

くり 

３ 

健やかにこどもが

育つ風土づくり 

４ 

様々な人と人と

の交流の広がり

づくり 

５ 

それぞれの力を

生かすネットワ

ークづくり 

６ 

必要な情報や

支 援 が 届 く 

仕組みづくり 

基本理念のもとに６つの取組を進めることで、

みんなで基本目標に掲げる３つのまちをつくっていく

ことを表しています。



第５期瀬谷区地域福祉保健計画策定の今後のスケジュールについて 

令和７年３月時点 

全域計画 地区別計画 

令和７年２月 第１回全域計画策定懇談会 

３月 かわら版完成 

４月 

５月 第２回全域計画策定懇談会 

６月 

７月 素案の区民意見募集実施 

８月 

９月 第３回全域計画策定懇談会 

10月 

11月 第４回全域計画策定懇談会 

12月 第５期計画 最終案確定 

令和８年１月 

２月 

３月 
第５期瀬谷区地域福祉保健計画 公表 

シンポジウム開催

第５期計画案の作成 
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敬老パスの新たな取組について【事業説明】 
 

１ 事業の趣旨 

  敬老特別乗車証（以下：敬老パス）は、高齢者の社会参加を支援することを目的に、市内

にお住まいの 70 歳以上の希望される方に、所得等に応じた負担金をお支払いいただき交

付しています。 
このたび、敬老パスに関する新たな取組を開始しますのでお知らせしますとともに、周知

にご協力をお願いします。 
 

２ お願いしたいこと 

【区 連 長】ご承知おきください。 

【地区連長】地区連合定例会等で周知をお願いします。 

【単位会長】チラシ（Ａ４両面の表面）について掲示板への掲出をお願いします。 

掲示期間：令和７年９月 30日まで 

※貼替を希望の場合には、その旨区の高齢・障害支援課あてにご連絡ください。 

 

３ 新たな取組の概要 

(1) 75 歳以上で運転免許証を自主返納した人に、敬老パスを３年間無料で交付します 

免許証返納後の外出をお支えするため、令和７年４月１日以降に 75 歳以上になって 

から運転免許証を自主返納し、敬老パスを申請した方に、令和７年 10 月１日以降、敬老

パスを３年間無料で交付します。 

※申請には、警察署等で免許証返納時に交付される、「申請による運転免許の取消通知書」

が必要です。 

(2) 敬老パスの対象交通機関が増えます 

10 月１日より、地域の身近な公共交通として、一部の地域で運行しているワゴン型バ

スなどが、敬老パスの提示により、半額程度で利用できるようになります。 

【利用できる交通機関】※今後拡大する予定 

   ・四季めぐり号（旭区） 

   ・こすずめ号（戸塚区） 

   ・Ｅバス（泉区） 

（運行地域にお住まいの皆様には今後改めて周知する予定です。） 

 

４ 敬老パスに関するお問合せ先 

  敬老パス問合せダイヤル 

・電話番号： 0120-206-160 

・受付時間： 毎日８時から 19 時まで 

（休止期間：令和７年４月１日から４月６日、令和７年 12 月 29 日から令和８年１月３日） 
 

健康福祉局高齢健康福祉課 
担当 正木、長嶋 
電話 045-671-2406/FAX 045-550-3613 
メール kf-koreikenko@city.yokohama.lg.jp 

区 連 会 ４ 月 説 明 資 料 
令 和 ７ 年 ４ 月 1 7 日  
健康福祉局高齢健康福祉課 
（市連会４月説明資料） 







 

自治会町内会館整備について【事業説明】 

 
１ 事業の趣旨 

  令和８年度に自治会町内会館の新築・増築・耐震補強工事・修繕（いずれも補助対象経費

100万円以上）を行うご意向がある自治会町内会より、令和８年度予算編成に向けた事前申

出を募集します。なお、予算には上限がありますので、予算の範囲内で対象となる自治会町

内会を決定する予定です。 

※公園集会所の整備を予定している団体についても同様の申出をお願いします。 
  

２ お願いしたいこと 

【区連長 】ご承知おきください。 

【地区連長】地区連合定例会等で単位会長の皆様に情報提供をお願いします。 

 ご意向がある場合、区役所に必要書類をご提出してください。 

（地区連合町内会館も対象となります） 

【単位会長】単位会長あて資料を送付します。定例会等で情報提供の上、ご検討ください。 

      ご意向がある場合、区役所に必要書類をご提出してください。 

 

３ 制度について 

 （１）制度概要 

別添のパンフレット『自治会町内会館整備のための補助制度等のご案内』をご参照く

ださい。制度の詳細は、横浜市ホームページにも掲載しております。以下の二次元バー

コードよりアクセスください。 

 

 

 （２）整備の種類、補助率、補助限度額 

整備の種類 補助率 補助限度額 

新築・購入 2分の 1 125,000円/㎡ かつ 1,500万円 

 

特殊基礎 

工事費 
2分の 1 300万円 

ｴ ﾚ ﾍ ﾞ ｰ ﾀ ｰ 

設置工事費 
2分の 1 300万円 

増築 2分の 1 630万円 

耐震補強工事 2分の 1 380万円 

修繕 2分の 1 250万円 

区 連 会 ４ 月 説 明 資 料 
令 和 ７ 年 ４ 月 1 7 日 
市 民 局 地 域 活 動 推 進 課 
（ 市 連 会 ４ 月 説 明 資 料 ） 

裏面あり 



４ 今後のスケジュール 

・区役所へのお申し出及び書類提出の締切は、令和７年７月７日（月）です。 
必要な書類等については、区役所地域振興課へお問い合わせください。 
（内容を審査した上、予算編成の際、基礎データとします） 

・令和８年度の予算が確定し、補助申請を受け付ける自治会町内会が決定されるのは、 
令和８年３月末頃の予定です。 

 
５ 事前申出の提出 

【申込方法】各区役所地域振興課へ必要書類を提出 

      必要書類については、区役所地域振興課へお問い合わせください。 

  【申込期限】令和７年７月７日（月） 

 

６ その他 

(1)風水害等の自然災害により緊急で修繕が必要になった場合には、事前申出の有無に関わ

らず、各区役所地域振興課へご相談ください（り災の証明等、別途要件があります）。 

(2)公園集会所の整備の場合は、区役所へお申し出をいただく前に、みどり環境局公園緑地

管理課及び土木事務所と調整が必要になります。 

(3)自治会町内会館脱炭素化推進事業補助金（LED 照明器具や省エネエアコンなどの整備導

入における補助制度）とは別事業になります。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 

市民局地域活動推進課 
担当 栗田、石栗 
電話 045-671-2317 /FAX 045-664-0734 
メール sh-jichikai@city.yokohama.lg.jp 



 

 

 

自治会町内会活動や共助による減災に向けた取組の拠点となる、自治会町内会館の整備に対

する補助制度や融資制度の概要について、ご案内します。自治会町内会館脱炭素化推進事業補

助金とは異なる制度ですのでご注意ください。 
   

 補助制度について           ＜お問い合わせ先：区役所地域振興課＞ 
  
１ 補助対象 

  次の全ての項目に該当するときに、自治会町内会館の整備に対する補助を利用することが 

できます。ただし、この補助制度で補助を受けた自治会町内会は、補助を受けてから５年間 

は、特別な理由がある場合を除き、補助申請することはできません。（修繕を除く） 
   
 (1) 自治会町内会が所有、整備、運営及び利用する施設である 

 (2) 地域住民の福祉向上、連帯の増進に寄与する施設である 

 (3) 会議及び集会に必要な施設を備えている 

 (4) 建築基準法その他の法令に適合している 

 (5) 会館の整備に対して、総会の議決等による自治会町内会の意思決定がある 

 (6) 会館の利用規約等が整備されている 

 (7) 補助を受けた会館が他にない 

 (8) 会館整備費補助要綱に定める業者数以上の市内事業者(※１)による入札又は見積合わせ

で最も安価な金額を提示した事業者を選定している（事業者は建設業の許可が必要です。

(※２)） 

(9) 補助対象経費が 100 万円以上の整備である 
 

※１ 市内事業者とは、市内に本社がある事業者です。店舗や事務所等だけが市内にあっても 

該当しませんので、ご注意ください。 

具体的には、次のいずれかに該当する事業者です。 
 

◎ 横浜市一般競争入札有資格者名簿における所在地区分が市内である者 

◎ 登記簿の本店（又は主たる事務所）の所在地が市内で登記している者 

◎ 主たる営業の拠点が市内である個人事業者及び登記していない団体 
 
   ※２ 申請時に、建設業の許可通知書の写しの提出が必要です。 
 
２ 補助内容 

整備の種類 補助率 補助限度額 内 容 

新築・購入 2分の 1 1㎡当たり

125,000円 

かつ 

1,500万円 

新たに建物を建設し、又は現在の建物の 

全部を撤去して新たに建物を建築すること 

 

 特殊基礎工事費 2分の 1  300万円 地盤・敷地条件により施工する特殊な基礎工事 

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置工事費 2分の 1  300万円 エレベーター設置に伴う工事費 

増築 2分の 1  630万円 既にある建物の床面積を増加させる工事 

耐震補強工事 2分の 1  380万円 耐震診断（※）に基づいて行う工事 

（※）会館整備費補助要綱に基づいた耐震診断 

修繕 2分の 1  250万円 既にある建物の部分に対して、機能の維持向上、模

様替え等のために行う工事（機器及び器具の購入

のみは含まない） 

※風水害等の自然災害により緊急で修繕が必要になった 

場合は、各区役所地域振興課へご相談ください。 

自治会町内会館整備のための補助制度等のご案内 令和７年４月 

                        

 



 

〇新築等で特殊基礎工事を施工する場合、補助限度額とは別に、300万円を限度に特殊基礎工事に要する

経費の２分の１を補助します。なお、特殊基礎工事については地質データなどによる審査を行います。 

〇新築、増築、修繕で外構工事を施行する場合に、整備の種類ごとの補助限度額内で、100万円を限度

に外構工事に要する経費の 2分の 1を補助します。（新築・購入の場合、1㎡当たりの補助限度額とは

別に補助します。） 

〇新築、耐震補強工事及び 250万円を超える増築については、審査委員会による整備費用の内容審査を

行います。 

（自治会町内会が整備する公園集会所について補助を受けるには、別途要件があります。詳細は各区役所

地域振興課にお問合せください。） 

 
３ 申請手続 

会館整備の計画については、お早めにご相談ください。 

会館整備に関する相談先及び申請書の提出先は、各区役所地域振興課です。 
 
(1) 整備予定時期の前年度の夏頃までに、事前の申出が必要です。令和８年度の会館整備に

ついては、令和７年７月７日（月）までに、各区役所地域振興課に事前の申出をお願いしま

す。 

   横浜市の予算確定後、整備年度になりましたら補助申請を行い、必ずその年度内に工事

完了検査を受けていただきます。 

 (2) 補助申請は、会の総意を証する総会の議事録・工事設計書等の必要書類を添付し、工事 

請負契約前又は売買契約締結前に、自治会町内会の代表者の方が手続きを行ってください。 

 (3) 申請された内容について審査し、補助決定を行います。 

なお、補助申請時に申請された内容に含まれていない費用については、原則として補助

の対象となりません。補助申請後にやむをえず工事内容に変更が生じた場合は、必ず変更
部分の工事の着工前にご相談ください。 

※変更部分の費用については、補助の対象とならない場合があります。 
 
４ 補助金の支払い 

工事完了後、現地にて立会い検査（完了検査）を行います。その完了検査結果に基づき所

定の手続きを行い、工事請負業者への代金支払い後、補助金の支払いを行います。 
なお、工事請負業者への支払いよりも前に補助金を受領する必要がある場合には、前金払

いを選択することができます。交付申請の際にお申し出ください。 

 

５ その他 
 (1) 区分所有者が管理する集会施設の整備 

自治会町内会と区分所有者の団体の構成員がほぼ同じであり、かつ、自治会町内会が使

用する施設で、自治会町内会が整備費を負担する場合に限り補助対象とします。 

 (2) 他の自治会町内会と合同で整備する場合は、新築・購入の場合に限り、それぞれの団体

に補助限度額を適用します。 

 (3) 土地付き建物の購入は、建物部分の費用のみが補助対象となります。 

 (4) 自然災害等による緊急修繕には一定の要件がありますので、必ずご相談ください。この
場合、整備予定時期の前年度７月頃までに求めている、事前の申出は不要です。 

 

６ 補助金の返還 
次のようなときは、補助金を返還していただきます。 

 (1) 詐欺その他不正な手続きにより補助金を受けたとき 

 (2) 補助金交付の条件に違反したとき 

 (3) 補助金を受け、整備した建物を第三者に貸与、譲渡、交換または担保に供しようとするとき 

(4) 補助金を受け、整備した建物を会館整備費補助要綱で定める「財産の処分制限期間（※注）」 

  内に処分（解体等）するとき 

 (5) その他補助要綱に違反したとき 



 

 

※注 会館整備費補助要綱で定める財産の処分制限期間は次のとおりです。 

◎ 整備内容が新築、購入、増築及び耐震補強工事のもの 
ア 鉄筋コンクリート造の場合・・・50年   
イ 鉄骨造の場合・・・・・・・・・30年 
ウ 木造の場合・・・・・・・・・・24年 

◎ 整備内容が修繕のもの・・・・・・・建物の構造に関係なく 10年 
 

 

 融資制度について         ＜お問い合わせ先：お近くの取扱金融機関＞ 

横浜市との協定に基づき民間金融機関が融資を実施します。なお、申込にあたっては総会

の議決が必要な書類もありますので、融資の利用を計画される場合は、融資内容・申込手続

等の詳細について、お早めにこの融資を取り扱っている金融機関にご相談ください。 

 

１ 融資を実施する金融機関（取扱金融機関） 

  株式会社横浜銀行、横浜信用金庫、株式会社神奈川銀行 

  ※公園集会所の整備に係る融資を実施するのは、横浜信用金庫と株式会社神奈川銀行です。 

   公園集会所の場合、購入は除きます。 

  ※横浜市の会館整備費補助要綱に基づく補助の決定を受けた会館が対象となり、 

返済期間は 10年以内です。 

 

２ 申込資格 

融資を受けようとする自治会町内会は、次の要件を満たすことが必要です。 

 (1) 法人格を有する自治会町内会であること（下記「自治会町内会の法人化」参照） 

 (2) 自治会町内会が償還金及び利子の支払い能力があること 

 

３ 融資対象の除外 

  他の金融機関からの借換えを目的とするもの 

 

４ 申込人 

法人化した自治会町内会の代表者が、取扱金融機関に対して行います。 

なお、融資の申込は、自治会町内会が会館に対する市の補助決定を受けた後に行います。 

 

５ 連帯保証人・担保  

 (1)  原則、自治会町内会の代表者１人を連帯保証人とします。ただし、代表者以外の役員等

の自発的な意思に基づく申し出がある場合は、この限りでありません。 

(2) 担保は不要です。 

 

※整備の種類により、融資限度額が異なりますので、詳細は金融機関にお問合せください。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 自治会町内会の法人化         ＜お問い合わせ先：区役所地域振興課＞ 

自治会町内会館の不動産登記は、団体名義ではなく、役員の個人名などで登記することに

なります。 

団体名義で不動産登記するには自治会町内会の法人化（法人格の取得）が必要です。法人

化には、会の規約や構成員名簿の作成など地方自治法に基づく手続が必要ですので、事前に

ご相談ください。 

 

 会館用地について           ＜お問い合わせ先：区役所地域振興課＞ 

横浜市では、利用計画がないなどの一定の要件に該当する市有地を、会館を所有していない 

自治会町内会に有償で貸付を行っています。 

貸付を希望される場合は、総会の議決等による自治会町内会の意思決定の書類・建設計画・ 

資金計画の概要などを提出していただき、貸付の適否を判断します。 

 民有地・市有地にも適地がない場合、公園面積が 5,000㎡以上であることなど、一定の条件

のもとで公園内に「公園集会所」として設置が認められることがあります。 

 

 区役所地域振興課 連絡先一覧 
 

区役所 電話番号 区役所 電話番号 

鶴見区地域振興課 ５１０－１６８７ 金沢区地域振興課 ７８８－７８０１ 

神奈川区地域振興課 ４１１－７０８６ 港北区地域振興課 ５４０－２２３４ 

西区地域振興課 ３２０－８３８６ 緑区地域振興課 ９３０－２２３２ 

中区地域振興課 ２２４－８１３１ 青葉区地域振興課 ９７８－２２９１ 

南区地域振興課 ３４１－１２３５ 都筑区地域振興課 ９４８－２２３１ 

港南区地域振興課 ８４７－８３９１ 戸塚区地域振興課 ８６６－８４１２ 

保土ケ谷区地域振興課 ３３４－６３０２ 栄区地域振興課 ８９４－８３９１ 

旭区地域振興課 ９５４－６０９１ 泉区地域振興課 ８００－２３９１ 

磯子区地域振興課 ７５０－２３９１ 瀬谷区地域振興課 ３６７－５６９１ 
 

 横浜市市民局地域活動推進課 
０４５－６７１－２３１７ 

 
 

 

 横浜市ホームページでもご案内しています。 

 
 横浜市 町内会館 検索 



 
自治会町内会長 各位 

瀬谷区地域振興課長 
総務課長 

 
 

地域活動推進費関係補助金書類の相談・受付について（ご案内） 
 
 
 
 時下 ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 

 さて、令和７年３月区連会にてご案内しました地域活動推進費関係補助金について、

土曜日の相談・受付の窓口を開設しますので、ご利用ください。なお、補助金申請の際

には、必ず電話でご予約の上お越しいただきますようお願いいたします。 

また、補助金の申請はＥメールでも受け付けておりますので、ぜひご利用ください。 

 

１ 対象補助金 

（１）地域活動推進費補助金・地域防犯灯維持管理費補助金 

（２）町の防災組織活動費補助金 

 

２ 平日窓口受付 

平日の開庁時間（８時 45 分～17 時まで）も通常通り行っていますが、待ち時間短

縮のため、事前にお電話でご予約のうえ、ご来庁いただきますようお願いいたします。 

 

３ 休日窓口受付【事前電話予約制】 

（１）日時（各時間帯に２団体） 

   ５月 31 日（土）・６月 28 日（土） 

    ①09時 00分～ ②10時 00分～ ③11時 00分～  

④13時 00分～  ⑤14時 00分～  

（２）場所 

   区役所５階大会議室 

（３）電話予約開始日時 

４月 25 日（金）13 時～ 

 

４ Eメール受付 

  瀬谷区地域振興課地域活動係宛（se-chikatsu@city.yokohama.lg.jp）、必要書類を

添付してご申請ください。 
 
 
 
 
 
 

【担当】瀬谷区地域振興課地域活動係 

電話：045-367-5691  FAX ：045-367-4423 

                  Ｅメール：se-chikatsu@city.yokohama.lg.jp 

区 連 会 ４ 月 説 明 資 料 

令 和 ７ 年 ４ 月 1 7 日  

瀬 谷 区 地 域 振 興 課 

mailto:se-chikatsu@city.yokohama.lg.jp


 

自治会町内会長 各位 

 

瀬谷区地域振興課長 

 

「自治会町内会活動のてびき」の更新について 

 

このたび、「自治会町内会活動のてびき」を更新しましたのでお知らせします。

各自治会町内会へ３冊配付しますので、ご活用ください。 

冊子を追加でお渡しすることもできますので、地域振興課までご相談くださ

い。※数に限りがあります。 

また、冊子のデータは、区連会ホームページからダウンロードすることもで

きますので、ぜひご活用ください。 

 

 【区連会ホームページ】 

https://seya-kurenkai.jp/support/index.html   

 

 

 

 

 

 

 

 

自治会町内会活動のてびき      掲載先 QR コード 

 

 

                         【担当】瀬谷区地域振興課地域活動係 

                         電話：045-367-5691 FAX ：045-367-4423 

                          Ｅメール：se-chikatsu@city.yokohama.lg.jp 

区 連 会 ４ 月 説 明 資 料 

令 和 ７ 年 ４ 月 1 7 日  

瀬 谷 区 地 域 振 興 課 
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